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板橋区立教育科学館の臨時休館について 

 

  
東京都板橋区立教育科学館条例第２条の２に基づき、下記のとおり臨時休館とす

る。 
 

記 

１ 臨時休館日 

   令和８年１月１３日（火）から令和８年３月９日（月）まで 

 

２ 休館理由 

   乗用及び貨物用エレベータの更新委託のため。 

 

３ 区民への周知 

  広報いたばし・科学館ニュースおよび教育科学館ホームページにて周知する。 


